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【略 歴】 

一橋大学大学院博士後期課程修了。修士（法学）・博士（経営法 ）。  

昭和 55 年新日本製鐵株式会社（現、新日鐵住金株式会社）入社。 

平成 22 年獨協大学法科大学院教授。 

平成 29 年獨協大学法学部教授（現任 ）。  

国立大学法人埼玉大学大学院博士後期課程客員教授兼任（会社法特論担当 ）。  

埼玉弁護士会綱紀委員会委員。 

専門は、商法・会社法、金融商品取引法、企業法務。 

企業法学会（理事）・国際取引法学会（理事）・日本私法学会・日米法学会・日本

内部統制研究学会・日本監査研究学会・東京大学商法研究会所属。 

一般社団法人ＧＢＬ（グローバルビジネスロー）研究所理事。 

長年の実務経験と法理論の双方からのアプローチを実践している。 

【主 著】 

『株主代表訴訟の理論と制度改正の課題』同文舘出版（ 2008 年） 

『最新・金融商品取引法ガイドブック』新日本法規出版（共編著、 2009 年）  

『会社役員の法的責任とコーポレート・ガバナンス』 

       同文舘出版（共編著、 2010 年） 

『コーポレート・ガバナンスにおけるソフトローの役割』 

中央経済社（共編著、 2013 年） 

『企業責任と法～企業の社会的責任と法の役割・在り方～』 

      文眞堂（分担執筆、 2015 年） 

『グループ会社リスク管理の法務（第２版 ）』 中央経済社（ 2015 年） 

『監査役監査の実務と対応（第５版 ）』 同文舘出版（ 2016 年） 

『新版・会社法実務スケジュール』新日本法規出版（共編著、 2016 年） 

『世界の法律情報～グローバル・リーガル・リサーチ～』 

                 文眞堂（共編著、 2016 年） 

『実務の視点から考える会社法』中央経済社（ 2017 年）       

            その他多数  
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Ⅰ．取締役会 

１．取締役会の権限 

  ①会社の業務執行の決定（会社法３６２条２項１号） 

  【取締役会の主な法定決議事項】 

   ⅰ）業務執行の決定        （会社法３６２条２項） 

   ⅱ）代表取締役の選定及び解職 

   ⅲ）重要な財産の処分及び譲受け 

   ⅳ）多額の借財 

   ⅴ）支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 

   ⅵ）支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止（会社法３６２条４項） 

   ⅶ）募集社債に関する事項              

   ⅷ）内部統制システム構築の基本方針 

   ⅸ）役員の責任免除 

   ⅹ）競業取引・利益相反取引の承認（会社法３６５条１項） 

   ⅹⅰ）株式分割（会社法１８３条・１８４条） 

   ⅹⅱ）株式の無償割当（会社法１８６条３項） 

   ⅹⅲ）株主総会の招集 ( 会社法２９８条１項・４項 )  

   ⅹⅳ）計算書類等の承認 ( 会社法４３６条３項 )  

   ⅹⅴ）中間配当 ( 会社法４５４条５項 )  

   ⅹⅵ）募集株式の発行（会社法２０１条１項） 

   ⅹⅶ）自己株式の消却（会社法１７８条） 

   ⅹⅷ）新株予約権の発行（会社法２４０条１項） 

   ⅹⅸ）新株予約権の譲渡承認（会社法２６５条）  等 

   ※法定決議事項を具体的にその基準を定めたり、社内独自の規定を設定する 

    目的が取締役会付議規定 

  ②取締役の職務の執行の監督（会社法３６２条２項２号） 

   ・このために、代表取締役及び選定業務執行取締役は、３ヶ月に１回以上、 

    職務執行の状況を取締役会に報告する必要有り（会社法３６３条２項） 

  ③代表取締役の選定及び解職（会社法３６２条２項３号） 
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 【取締役会の法定報告事項】 

  ⅰ）競業取引及び利益相反取引の取引後における重要な事実（会社法 365 条 2  

    項） 

  ⅱ）３ヶ月に１回以上の業務の執行状況（会社法３６３条２項） 

  ⅲ）取締役の法令・定款違反行為についての監査役からの報告 

  ・上記以外は、法定の報告事項はなく各社の任意であるが、取締役会規程 

   において報告事項として定めている事項については、報告内容を議事録 

   にとどめておくことが重要 

 

２．取締役会の招集 

 ・取締役会の開催にあたっては、必要に応じて招集権者（個々の取締役）が開催 

  通知を行うことが可能（会社法３６６条 1 項・３６８条 1 項） 

 ・招集通知（書面又は口頭）は、取締役会の日の１週間前に発する必要 

 （会社法３６８条 1 項） 

   ※１週間を下回る期間を定款で定めれば、短縮可能 

 ・取締役全員が同意すれば、招集手続無しで開催可能（会社法３６８条２項） 

  

３．取締役会決議と運営 

 （１）決議要件 

  ・議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半 

   数で決定（会社法３６９条 1 項） 

  ・頭数多数決（ 1 人１議決） 

 （２）決議に対する取締役会開催の省略（書面決議） 

  ・定款で定めれば、取締役全員が書面により議案に同意する意思表示をした場 

   合には、可決したものとみなし、取締役会の開催の省略が可能 

   （会社法３７０条） 

  ・但し、監査役が異議を述べた場合は不可（★何故だと思いますか？） 

 （３）報告事項に対する省略 

  ・取締役と監査役の全員に通知した場合は、取締役会への報告は省略可能 

   ＊３ヶ月毎の報告は省略不可（会社法３７２条） 
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 （４）代理行使の可否 

  ・１人１議決権のため、他人に委任して議決権を代理行使することは不可 

 （５）特別利害関係人の扱い 

  ・特別利害関係を有する取締役は議決に加わることは不可 

              （会社法３６９条２項） 

 （６）決議の手続又は内容上の瑕疵（ｃｆ株主総会の決議取消） 

  ・株主総会のような特別の訴えの制度を用意していない。 

   →一般原則による不当決議は当然無効 

 

４．監査役と取締役会の関係 

 （１）取締役会への報告義務 

  ・監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある 

   と認めるとき、又は法令・定款違反をする事実若しくは不当な事実があると 

   きは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告する義務が有り（会社法３８２ 

   条） 

 （２）取締役会出席義務・意見陳述義務 

  ・監査役は取締役会に出席し、必要と認めるときには意見陳述義務が有り ( 会 

   社法３８３条１項 )  

   ★監査（等）委員には、取締役会への出席義務や意見陳述義務の規定があり 

    ませんが、何故でしょうか？ 

 （３）取締役会招集請求権・招集権 

  ・監査役は、取締役会への報告義務があると認めるときには、取締役会に対し 

   て、取締役会を招集請求することができる（会社法３８３条３項） 

  ・取締役会の招集請求をしたにもかかわらず、請求日から５日以内に二週間以 

   内の取締役会開催通知が発せられないときには、監査役自ら請求することが 

   できる（会社法３８３条 4 項 ）。  

   ★上記（１）～（３）の規定は、最終的に監査役の独自の権限行使を意識し 

    た法規定です。独自の権限行使とは何でしょうか？ 
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５．社外役員活用のポイント 

 （１）社外役員のミッションの確認 

  ・社外取締役に期待すること→例えば、経営全般、経営戦略等 

  ・社外監査役に期待すること→例えば、法務や会計の専門的知見等 

 （２）社外役員からの要望 

  ・社外役員がミッションを遂行するために要望することの確認 

   →重要会議の出席、現場出張 等 

 （３）社外役員への情報提供 

  ・社外役員に対して、積極的に社内情報を提供（効果的な意見陳述の前提） 

   →社外役員に、いつ、どこで、誰が説明を行うかの確認 

 （４）取締役会運営での工夫 

  ・社内出身役員は、既に経営会議等の会議体で実質的な審議は実施している 

   ことから、取締役会では、社外役員からの意見を引き出す取締役会の運営 

   が必要→取締役会議長から、社外役員に積極的に発言を促す取締役会運営 

 

６．コーポレートガバナンス・コードと取締役会の評価 

（１）コーポレートガバナンス・コードの規定 

 原則４－１１ 

  ・取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全 

   体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成される 

   べきである。  

  ・取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行うことな 

   どにより、その機能の向上を図るべきである。 

  ○補充原則4-11② 

   ・取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理 

    的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、その兼任状況を毎年開示す 

    べきである。 

  ○補充原則4-11③ 

   ・取締役会は、毎年、各取締役の自己評価等も参考にしつつ、取締役会全体 

    の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。 
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原則４－１２ 

  ・取締役会は、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意 

   見交換を尊ぶ気風の醸成に努めるべきである。 

  ○補充原則4-12① 

   ・取締役会は、会議運営に関する下記の取扱いを確保しつつ、その審議の活 

    性化を図るべきである。 

   （ⅰ）取締役会の資料が、会日に十分に先立って配布されるようにすること 

   （ⅱ）取締役会資料以外にも、必要に応じ、会社から取締役に対して十分な 

      情報が提供されるようにすること 

   （ⅲ）年間の取締役会開催スケジュールや予想される審議事項について決定 

      しておくこと 

   （ⅳ）審議項目数や開催頻度を適切に設定すること 

   （ⅴ）審議時間を十分に確保すること 

 

（２）取締役会評価の基本的ポイント 

  □取締役会において、質疑が活発に行われているか 

   ・特に、社外役員が積極的に発言できるための体制整備が出来ているか 

   →・社外役員が理解できるような工夫（現場訪問、資料の体裁、事前説明） 

    ・社外役員に対して、発言を促すような工夫（取締役会議長の役割） 

  □取締役会会議の議題の選択と審議状況 

   ・取締役会において、ガバナンス関係や重要な経営方針についての審議が十 

    分に行われているか 

   →・報告事項に時間を取られて、本来、取締役会で十分な意見交換や審議を 

     行うべきガバナンス関係（内部統制システムの基本方針や適切な運用結 

     果の確認）や、中期経営計画・取締役候補者や報酬の決定の基準等の重 

     要な経営方針等、取締役会で審議すべき項目について、社外役員を含め 

     て共有化されていること 

  □任意の委員会の設置と活用 

   ・報酬諮問委員会や指名諮問委員会等の任意の委員会の設置と、その答申を 

    取締役会が尊重する体制となっているか 
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  □取締役会評価の方法 

   ・アンケート方式（質問表形式）か、個別ヒアリング方式か、第三者委員会 

    方式か 

  ★取締役会評価基準を、まず取締役会で十分に審議し、その評価基準に基づい 

   て、毎年、確認するという手順が確立し、かつその概要を開示する実務が定 

   着することが目標 

 

（３）取締役会評価に関するチェックリスト２０問 

  □社外取締役が就任しているか。 

   ・できれば、複数名就任していること 

  □社外役員の独立性基準が明示されているか。 

   ・できれば、対外的に公表されていること 

  □社外非常勤役員の兼務状況が４社以下であるか。 

   ・できれば、２社程度が望ましいこと 

  □社外役員の経歴についてバランスが取れているか。 

   ・経営者、法務、会計の各専門家が偏った選任となっていないこと 

  □社外役員の就任期間が長すぎていないか。 

   ・１０年を超えるのは、長すぎるとする意見が多い。 

  □取締役会の開催日程が早い段階で決定されているか（少なくとも６ケ月前ま 

   でに） 

   ・社外役員の出席率向上のための配慮がなされていること 

  □取締役及び監査役の中で、昨年度実績で取締役会の出席率が９割を下回るよ 

   うなことはなかったか。 

   ・必要に応じて、テレビ会議等が開催できるような体制になっていること 

  □社外役員が積極的に発言を行うことができるような工夫がなされているか。 

   ・事前説明の徹底（社外役員には、案件によっては、事前に十分に時間をか 

    けて個別に説明を行っていること） 

   ・取締役会議長による社外役員への発言機会の確保をする運営となっている 

    こと 

  □社外役員の意見に対して、会社として真摯に検討し、必要に応じた対応を行 
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   っているか。 

   ・単に、意見を拝聴しただけに終わっていないこと 

  □取締役会の開催時間と比較して、決議事項や報告事項が過多で、十分な審議 

   が行われていないようなことがないか。 

   ・重要事項の絞り込み等、議題と審議時間との関係について、常に意識して 

    いること 

  □中期経営計画、他社との経営統合・業務提携等、株主総会事項について、十 

   分な時間をとって議論や審議が行われているか。 

   ・特に、社外役員を意識した運営となっていること 

   ・検討のために、事前資料の配布が徹底されていること 

  □取締役会資料について、基本資料と参考資料を区別するなど、資料の面から 

   も、効率的な取締役会運営となるような工夫が模索されているか。 

   ・参考資料は電子化するなどの工夫が行われていること 

  □取締役会付議事項の定期的な見直しを実施しているか。 

   ・柔軟な取締役会運営のための工夫を行っていること 

  □取締役会事務局（兼務も可）が十分な陣容となっているか。 

   ・一定の法的知見を持っているか。又は法的知見を確保するような社内外の 

    研修会の積極的な参加が推奨されていること 

  □取締役会事務局員は、取締役会に陪席が許されているか。 

   ・取締役会運営の状況や議事録整理のためには、陪席が望ましい。 

  □取締役会招集通知や取締役会開催後の議事録整理が遅滞なく行われているか。 

   ・招集通知は、法定又は定款に定められた期間内の発送の原則が遵守されて 

    いる意識があることが重要 

   ・取締役会議事録は、開催日から遅滞なく原案を整理した上で、参加した取 

    締役・監査役の確認を経た上で署名又は記名・押印が行われているかなど 

   （詳細は後述 ）。  

  □臨時取締役会開催が迅速に実施できる体制となっているか。 

   ・社外取締役・社外監査役を含めた連絡体制が整備されていること 

   ・臨時取締役会を開催する事態について、予め整理されていること 

  □報酬諮問委員会・指名諮問委員会等の任意に諮問委員会を設置している場合 
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   には、これら諮問委員会と取締役会との役割が明確に規定されているか。 

   ・諮問委員会の意見を尊重する仕組みとなっていること（対外的なＰＲのた 

    めの形式的な設置となっていないか ）。  

  □事業年度毎に、取締役会評価を行うことになっているか。 

   ・評価項目の見直しを含め、常に取締役会の活性化に向けた実務が行われて 

    いること  

   ・評価の仕方について、取締役・監査役への質問表（記名式又は匿名式 ）、  

    個別インタビュー方式、第三者に評価を委託するなど 

  □取締役会評価結果の活用 

   ・評価結果を踏まえて、次年度への改善につなげること 

   ・コーポレートガバナンス・コード対応等、対外的に評価結果の概要を公表 

    すること 
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Ⅱ．取締役会議事録 

１．取締役会議事録作成の必要性 

（１）必要性の法的根拠 

  ①取締役会議事録 

   ・取締役会の議事について、議事録の作成義務（会社法３６９条２項） 

  ②議事録作成の理由 

  ⅰ）取締役会の適切な運営の証拠 

   ・取締役会で決議すべき事項を実際に実施していること 

   ・取締役会の場合、３ヶ月に１度開催されていること（会社法 363 条２項） 

  ⅱ）役員の法的責任の有無の証拠 

  ・違法行為（違法行為のおそれも含む）又は会社に多大な損失を及ぼす案件に 

   賛成しているか否か 

   →仮に取締役会や監査役会で反対の意見表明をしていても、議事録にとどめ   

    なければ、賛成したものと推定されることに注意（会社法３６９条５項、 

    ３９２条４項） 

（２）議事録が不適切な場合のリスク 

  ①過料の制裁（会社法９７６条７号） 

   ・１００万円以下の罰金が役員個人に課せられる。 

  ②訴訟上のリスク 

   ・訴訟の帰趨に影響する可能性有り 

  ③株主による議事録の閲覧・謄写申立て 

   ・企業の機密情報の漏えい 

（３）取締役会議事録と株主総会議事録との違い 

  ①閲覧・謄写請求者の違い 

   ⅰ）株主総会議事録：株主、債権者（会社法３１８条４項） 

   ⅱ）取締役会議事録：株主のみ（会社法３７１条２項） 

    ※役員の責任追及の場合は、ⅱ）でも債権者は閲覧・謄写請求可能 

  ②閲覧・謄写に際しての裁判所の許可の有無 

   ⅰ）株主総会議事録：営業時間内にいつでも閲覧・謄写請求が可能 

   ⅱ）取締役会議事録：裁判所の許可が必要（会社法３７１条３項）    
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     ※監査役設置会社及び指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社ではな 

    い会社の株主は、裁判所の許可は不要 

  ③署名・記名押印の扱い 

   ⅰ）株主総会議事録：署名又は記名押印の義務無し 

   ⅱ）取締役会議事録：出席した取締役・監査役の署名又は記名押印が必要 

  ④親会社株主による子会社の議事録の閲覧・謄写 

   ・株主総会議事録も取締役会議事録も可能 

   ・但し、いずれも裁判所の許可は必要 

 

２．取締役会議事録の記載要領 

（１）記載事項（会社法３６９条・会社法施行規則１０１条３項） 

  ①開催された日時・場所 

  ②招集権者以外の取締役が招集した場合など、例外的な招集の場合にその旨 

  ③議事の経過の要領及びその結果 

  ④特別利害関係を有する取締役の氏名 

  ⑤意見又は発言の内容の概要 

  ⑥取締役会に出席した場合は、その執行役・会計監査人の氏名 

  ⑦議長（定めている場合） 

  ※議事録は電磁的記録による作成でも可能であるが、その場合は、電子署名 

   を利用 

   

（２）取締役会議事録作成の基本的考え方 

  ①取締役会の法定決議事項の記載 

   ・決議事項と報告事項を明確に区別して記載 

   →会社として業務執行をしたのにもかかわらず決議事項の記載がなければ、 

    法令違反（取締役会の主な法定決議事項は、前述） 

   ※業務執行の決定項目については、各社の取締役会付議規程に従う。 

  ②取締役会の法定報告事項の記載 

  ・競業取引又は利益相反取引に該当した場合には、取締役会設置会社は、事前 

   承認（決議事項）に加えて事後報告も必要 
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   ※取締役会の法定報告記載事項 

   →競業取引及び利益相反取引の取引後における重要な事実 

           （会社法３６５条２項） 

  ・上記以外は、法定の報告事項はなく各社の任意であるが、取締役会規程にお 

   いて報告事項として定めている事項については、報告内容を議事録にとどめ 

   ておくことが重要 

  ③「議事の経過の要領及びその結果」の記載の程度の注意点 

   ⅰ）簡潔すぎ（標目のみの記載） 

    ・「議事の経過の要領」を示しているとはいえず、過料のリスク発生の可 

     能性が大 

    ・取締役の任務懈怠責任追及への対抗が困難 

   ⅱ）詳細すぎ ( 決議や報告内容、発言内容も一言一句記載 )  

    ・企業の機密漏えいに繋がったり、訴訟のリスクの危険性が大 

 

    ○決議及び報告事項について、その概要を簡潔・明瞭に記載すること 

     →・議題の標目 ( 又は項目 ) のみは避けること 

   ・記載者による記載の程度の精粗は避けること 

    ○議事録に添付する資料は、議事録と一体のものであり、議事録の閲覧・ 

     謄写請求があった場合は開示対象となることに注意すること 

  →・添付資料の有無は慎重に判断すること 

      ・「別紙」とした場合は、必ず議事録に添付すること 

      ・「配付資料により」とすれば、添付は不要 

    ○取締役等の発言の中で、「議事の経過の要領や結果」を構成すると判断 

     されるものは、議事録に必ず記載すること 

     →・発言のポイントを記載すればよく全ての発言を記載する必要は無し 

        

  ④出席者の扱い 

   ・執行役や執行役員等の正式な立場での出席者は、出席者として議事録に留 

    める。 
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  ⑤署名・記名押印（会社法３６９条３項） 

   ・出席した取締役及び監査役は署名又は記名押印を行う。 

   ・記名押印の場合は、取締役等が自ら確認しないこともあることから、出席 

    していない取締役や前任の取締役や監査役（特に、株主総会後最初の取締 

    役会）の記名押印としてしまう危険性があるので注意  

  ⑥取締役会議事録の注意事項 

   ⅰ）定足数の扱い ( 会社法３６９条１項 )  

    ・取締役会には、定足数（議決に加わることができる取締役の過半数）が 

     あること 

    ⇒定足数を満たしていることが議事録に明示されていると丁寧 

                             

   ⅱ）特別の利害関係者の扱い（会社法３６９条２項） 

    ・取締役会決議では、特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わる 

     ことができない。 

     →議決に加わっていないことが、取締役会議事録上明示されている必要 

     【特別利害関係を有する取締役会議案の例】 

     ・代表取締役解職決議（選定の場合は、特別利害関係人に該当しないと 

      いうのが通説） 

     ・利益相反取引を行う取締役  

 

     取締役会決議事項議事録例・・【事例１参照】 

     取締役会報告事項議事録例・・【事例２参照】
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（３）具体的議事録の事例に基づく検討 

事例１ 取締役会議事録①（利益相反取引の承認・決議の件） 

 第１５０回取締役会議事録 

１．日時  ：平成××年××月××日、××時～××時 

２．場所  ：会議室A  

３．出席者 ：A代表取締役社長、B取締役副社長、C取締役（４名中３名出席） 

       Ｅ常任監査役、Ｆ監査役、Ｇ監査役 

４．決議事項： 

（１）甲会社に対する土地売却承認の件 

  Ｃ取締役から、標記の件につき以下の通り説明・提案がなされ、出席取締 

 役全員異議なく承認・決議された。 

  なお、本件の特別利害関係人であるD取締役は、本件決議に加わらなかった。 

① 利益相反取引の内容 

D取締役が代表取締役に就任している甲会社に対して、当社の土地５０ヘ

クタールを売却する契約を締結する。売却価格は、平成○○年度○時点の

市場価格による（不動産鑑定士の不動産評価鑑定書は別紙１の通り） 

② 引き渡し時期 

  平成○○年度○月末までは、当該土地は倉庫として使用するため、甲社へ 

  の引渡しは、平成○○年度○月以降とする。 

③ 契約書  

甲社と当社は、別紙２のとおり、土地売買契約書を締結する。 

  ④ 本件に関するＥ常任監査役の意見 

  本件土地売買契約の締結に際し、土壌汚染の瑕疵がないか第三者の検査を受け 

 た上で引き渡すこと、及び契約書にはその旨を明記しておくことが必要である。 

 （２） 略 

 

  平成○○年○○月○日 

    ・・・・・・株式会社 取締役会      

        代表取締役社長（議長）A  ㊞                 

                     取締役副社長   B  ㊞ 
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                     取締役      C  ㊞ 

         常勤監査役    Ｅ  ㊞ 

                     監査役      Ｆ  ㊞  

         監査役      Ｇ  ㊞  

                   

             以  上 
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事例２ 取締役会議事録②（大学への寄付報告の件） 

 第３００回取締役会議事録 

１．日時  ：平成××年××月××日、××時～××時 

２．場所  ：会議室１３－１ 

３．出席者 ：A代表取締役社長、B取締役副社長、C取締役、Ｆ監査役、 

       Ｇ監査役 

４．報告事項： 

（１）平成○○年度上期 □□大学からの寄付依頼の件 

 Ｃ取締役から、標記の件につき、以下の通り報告が行われた。 

① 経緯 

□□大学より、創立１００周年に際して、当社に対して４００万円の寄付

の依頼があった。 

② 報告事項 

  当社として採用実績のある同規模の▽▽大学に対しても、８０周年記念に  

  同額の寄付行為を行っていること、□□大学と当社とのこれまでの関係等 

  を考慮・検討した結果、要請を受けることとした（平成○○年○月末日に 

  指定の振り込み先に振り込む予定 ）。  

   なお、寄付行為については、５００万円以上が取締役会承認・決議事項 

  である（取締役会規程第１３条２項 ）。  

（２） 略  

  

 平成○○年○○月○日 

    ・・・・・・株式会社 取締役会 

                   代表取締役社長（議長）A  ㊞                 

                     取締役副社長   B  ㊞ 

                     取締役      C  ㊞ 

         監査役      Ｆ  ㊞ 

                     監査役      Ｇ  ㊞  

           

                    以  上      
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【参考】書面決議・書面報告と議事録 

 ①書面による決議又は報告の比較 

 ・取締役会・監査役会・株主総会では、会議を開催しない方法が認められている。  

    取締役会    監査役会  株主総会 

決議の省略 可（会社法３７０条） 

（取締役全員の同意、監

査役が異議を述べないこ

と、定款の定め） 

不可 可（会社法３１

９条） 

（株主全員が、

書面で同意の意

思表示） 

報告の省略 可（会社法３７２条） 

（取締役・監査役全員に

対して、報告すべき事項

を通知した場合。但し、

３ヶ月に１回の業務報告

は必要） 

可（会社法３９５条） 

（監査役全員に報告す

べき事項を通知した場

合） 

可（会社法３２

０条） 

（株主全員が書

面で同意の意思

表示） 

 ②書面決議・報告と議事録 

  ・決議又は報告を省略した場合でも、議事録の作成は必要 

  ⅰ）取締役会書面決議の場合の取締役会議事録記載事項 

         （会社法施行規則１０１条４項１号） 

   ｲ ）取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容 

   ﾛ ）上記の提案をした取締役の氏名 

   ﾊ ）取締役会の決議があったものとみなされた日 

   ﾆ ）取締役会議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 

   

  ⅱ）取締役会書面報告の場合の取締役会議事録記載事項（同 101条４項２号） 

   ｲ ）取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容 

   ﾛ ）取締役会への報告を要しないものとされた日 

   ﾊ ）議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 

  ※いずれの場合も、出席した取締役・監査役はいないために、署名又は記名押 

   印は不要  
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Ⅲ．まとめ 

（１）取締役会は、意思決定機能と他の取締役の職務執行の監督機能とがあります。 

 

（２）取締役会は、法で規定された意思決定項目に基づき、各社の取締役会付議規 

   程に準拠することになります。 

 

（３）取締役会の監督機能は、特に社外取締役や監査役の取締役会での発言が重要 

   となります。このためには、社外役員には、事前の説明や資料提供のほかに、 

   取締役会で積極的に発言できるような取締役会運営の工夫も必要となってき 

   ます。 

  

（４）取締役会招集手続きや特別利害関係人の扱いなどについても、後々に手続上 

   の瑕疵が問題とならないように留意しておくことが必要です。 

 

（５）コーポレートガバナンス・コードに取締役会の自己評価が入っていることも 

   念頭に、取締役会改革が世間の注目を受けている事態を踏まえて、取締役会 

   の活性化に向けた運用を実践することが重要となっています。 

 

（６）取締役会を開催しない書面決議や書面報告も可能ですが、一定の要件があり 

   ますので、それら要件を確認した上で実行する必要があります。 

 

（７）議事録は会社の正式文書であり、法定決議事項や法定報告事項を実施した証 

   拠書類となるものであり、議事録に法定記載事項が記載されていることは当 

   然のことながら、「議事の経過の要領及びその結果」については、過去の記 

   載の踏襲による不適切な記載となっていないことが、過料の制裁や取締役の 

   任務懈怠を回避できることになります。 

 

（８）議事録の備置期間は、会議の日から１０年間とされていることに鑑み、会議 

   終了後は、遅滞なく議事録の原案を作成し、必要な確認やチェックを終えて 

   保管することが大切です。 
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 最後まで御清聴 有難うございました。 
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